
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
七
号

ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
法
律

目
次前

文
第
一
章
　
ユ
ネ
ス
コ
活
動
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
　
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
（
第
五
条―

第
十
九
条
）

附
則日

本
国
民
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
が
世
界
平
和
の
確
立
と
人
類
の
福
祉
の
増
進
に
貢
献
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
こ
の
機
関
に
加
盟
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
た
日
本
の
国
際
的
地
位
に
か
ん
が
み
、

政
府
及
び
国
民
の
活
動
に
よ
り
そ
の
事
業
に
積
極
的
に
協
力
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
教
育
、
科
学
及
び
文
化
を
通
じ
て
、
国
際
連
合
憲
章
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
憲
章
及
び
世
界
人
権
宣
言
の
精
神
の
実
現
を
図
る
た
め
、

こ
こ
に
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

第
一
章
　
ユ
ネ
ス
コ
活
動

（
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
目
標
）

第
一
条
　
わ
が
国
に
お
け
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
憲
章
（
昭
和
二
十
六
年
条
約
第
四
号
。
以
下
「
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
国
際
連
合
の
精
神
に
則
つ
て
、
教
育
、
科
学

及
び
文
化
を
通
じ
、
わ
が
国
民
の
間
に
広
く
国
際
的
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
民
と
世
界
諸
国
民
と
の
間
に
理
解
と
協
力
の
関
係
を
進
め
、
も
つ
て
世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ユ
ネ
ス
コ
活
動
」
と
は
、
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（
以
下
「
ユ
ネ
ス
コ
」
と
い
う
。
）
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
行
う
活
動
を
い
う
。

（
国
外
諸
機
関
と
の
協
力
）

第
三
条
　
わ
が
国
に
お
け
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
は
、
ユ
ネ
ス
コ
、
国
際
連
合
及
び
そ
の
専
門
機
関
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
係
の
あ
る
国
際
団
体
並
び
に
諸
国
の
政
府
、
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
及
び
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
係
の
あ
る
団
体
等

と
協
力
し
つ
つ
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
活
動
）

第
四
条
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
条
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
自
ら
ユ
ネ
ス
コ
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
民
間
の
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
対
し
助
言
を
与
え
、
及
び
こ
れ
に
協
力
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
の
ユ
ネ
ス
コ
活
動
振
興
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
助
成
の
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
に
対
し
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
前
二
項
の
事
項
を
実
施
す
る
に
当
つ
て
は
、
第
五
条
の
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
と
緊
密
に
連
絡
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会

（
設
置
）

第
五
条
　
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
第
七
条
の
規
定
の
趣
旨
に
従
い
、
我
が
国
に
お
け
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
助
言
、
企
画
、
連
絡
及
び
調
査
の
た
め
の
機
関
と
し
て
、
文
部
科
学
省
に
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
（
以
下
「
国
内
委
員

会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
の
範
囲
及
び
権
限
）

第
六
条
　
国
内
委
員
会
は
、
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
関
係
各
大
臣
に
建
議
す
る
。

一
　
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
け
る
政
府
代
表
及
び
ユ
ネ
ス
コ
に
対
す
る
常
駐
の
政
府
代
表
の
選
考
に
関
す
る
事
項

二
　
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
対
す
る
議
案
の
提
出
そ
の
他
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
け
る
議
事
に
関
す
る
事
項

三
　
ユ
ネ
ス
コ
総
会
以
外
の
ユ
ネ
ス
コ
に
関
係
の
あ
る
国
際
会
議
へ
の
参
加
に
関
す
る
事
項

四
　
ユ
ネ
ス
コ
に
関
係
の
あ
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
締
結
に
関
す
る
事
項

五
　
国
の
行
う
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項

六
　
ユ
ネ
ス
コ
の
目
的
及
び
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
事
項

七
　
民
間
の
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
対
し
て
行
う
べ
き
助
言
、
協
力
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

八
　
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
法
令
の
立
案
及
び
予
算
の
編
成
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
内
委
員
会
に
対
す
る
関
係
各
大
臣
の
諮
問
及
び
国
内
委
員
会
の
関
係
各
大
臣
に
対
す
る
建
議
は
、
関
係
各
大
臣
が
文
部
科
学
大
臣
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
国
内
委
員
会
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
基
本
方
針
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
国
内
委
員
会
は
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
し
、
国
内
の
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
係
の
あ
る
機
関
及
び
団
体
等
並
び
に
第
三
条
の
機
関
及
び
団
体
等
と
必
要
な
連
絡
を
保
ち
、
及
び
情
報
の
交
換
を
行
う
。

５
　
国
内
委
員
会
は
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
調
査
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
作
成
を
行
う
。

６
　
国
内
委
員
会
は
、
集
会
の
開
催
、
出
版
物
の
頒
布
そ
の
他
ユ
ネ
ス
コ
の
目
的
及
び
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
普
及
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
国
内
委
員
会
は
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
団
体
又
は
個
人
に
対
し
て
必
要
な
助
言
を
与
え
、
及
び
こ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
務
大
臣
と
の
関
係
）

第
七
条
　
国
内
委
員
会
は
、
そ
の
対
外
事
務
を
処
理
す
る
に
当
り
、
そ
の
事
務
が
国
の
対
外
施
策
に
関
連
す
る
場
合
に
は
、
外
務
大
臣
と
緊
密
に
連
絡
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
外
務
大
臣
は
、
国
内
委
員
会
の
対
外
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
、
国
内
委
員
会
に
対
し
必
要
な
便
宜
を
与
え
、
こ
れ
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
構
成
）

第
八
条
　
国
内
委
員
会
は
、
六
十
人
以
内
の
委
員
で
組
織
す
る
。

（
委
員
の
任
命
）

第
九
条
　
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
員
数
以
内
を
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、

第
十
三
条
の
選
考
小
委
員
会
の
選
考
を
経
て
国
内
委
員
会
か
ら
推
薦
さ
れ
た
も
の
に
つ
き
、
内
閣
の
承
認
を
経
て
、
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
教
育
活
動
、
科
学
活
動
及
び
文
化
活
動
の
各
領
域
を
代
表
す
る
者
　
十
八
人

二
　
教
育
、
科
学
及
び
文
化
の
普
及
に
関
す
る
諸
領
域
を
代
表
す
る
者
　
十
二
人

三
　
地
域
的
な
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
領
域
を
代
表
す
る
者
　
十
二
人

四
　
学
識
経
験
者
　
七
人

五
　
衆
議
院
議
員
の
う
ち
か
ら
衆
議
院
の
指
名
し
た
者
　
四
人

六
　
参
議
院
議
員
の
う
ち
か
ら
参
議
院
の
指
名
し
た
者
　
三
人

七
　
政
府
の
職
員
　
四
人

２
　
委
員
の
選
考
の
基
準
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
十
条
　
委
員
（
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
及
び
政
府
職
員
た
る
委
員
を
除
く
。
以
下
本
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
但
し
、
補
欠
の
委
員
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す

る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
委
員
は
、
特
別
職
と
す
る
。

（
委
員
の
解
任
）

第
十
一
条
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
委
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合

二
　
禁

こ錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

三
　
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
ず
、
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
行
為
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
た
場
合

２
　
前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
け
る
解
任
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
十
二
条
　
国
内
委
員
会
に
会
長
一
人
及
び
副
会
長
二
人
を
置
く
。

２
　
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
国
内
委
員
会
を
代
表
す
る
。

４
　
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
い
ず
れ
か
の
一
人
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
又
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
小
委
員
会
）

第
十
三
条
　
国
内
委
員
会
に
、
委
員
で
組
織
す
る
小
委
員
会
と
し
て
運
営
小
委
員
会
、
選
考
小
委
員
会
及
び
専
門
小
委
員
会
を
置
く
。

２
　
運
営
小
委
員
会
は
、
会
務
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
。

３
　
選
考
小
委
員
会
は
、
国
内
委
員
会
が
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
て
委
員
の
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
者
の
選
考
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

４
　
専
門
小
委
員
会
は
、
各
専
門
の
事
項
ご
と
に
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

５
　
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
小
委
員
会
に
、
委
員
以
外
の
者
を
調
査
委
員
と
し
て
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
小
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
委
員
等
の
手
当
及
び
旅
費
）

第
十
四
条
　
委
員
及
び
調
査
委
員
は
、
別
に
定
め
る
手
当
及
び
旅
費
を
受
け
る
。

（
会
議
）

第
十
五
条
　
国
内
委
員
会
の
会
議
は
、
年
二
回
会
長
が
招
集
す
る
。
但
し
、
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
こ
れ
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
　
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
つ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
会
長
は
、
委
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
議
決
権
の
委
任
）

第
十
七
条
　
国
内
委
員
会
は
、
第
十
九
条
の
運
営
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
営
小
委
員
会
の
議
決
又
は
運
営
小
委
員
会
と
他
の
小
委
員
会
の
合
同
の
議
決
を
も
つ
て
国
内
委
員
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
国
内
委
員
会
の
事
務
処
理
）

第
十
八
条
　
国
内
委
員
会
の
事
務
は
、
文
部
科
学
省
の
内
部
部
局
と
し
て
置
か
れ
る
官
房
若
し
く
は
局
又
は
文
部
科
学
省
に
置
か
れ
る
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
の
う

ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
担
当
部
局
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
処
理
す
る
。

２
　
担
当
部
局
等
の
長
（
担
当
部
局
等
が
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
を
占
め
る
者
。
次
項
に
お
い
て
「
担
当
局
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
の
一
般
的
監
督
の
下
に
、
前

項
の
事
務
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
担
当
局
長
等
は
、
第
一
項
の
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
遂
行
の
た
め
国
際
慣
行
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
事
務
総
長
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
営
規
則
）

第
十
九
条
　
会
長
は
、
国
内
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
国
内
委
員
会
の
会
議
及
び
小
委
員
会
の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
運
営
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
三
箇
月
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
一
〇
日
法
律
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
）

１
　
こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関
係

政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
法
律
第
一
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
か
ら
十
六
ま
で
　
略

十
七
　
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
、
公
安
審
査
委
員
会
設
置
法
第
七
条
及
び
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
九
日
法
律
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
。
次
条
第
八
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
八
項
、
第
五
条
第
八
項
、
第
十
六
項
及
び
第
二
十
一
項
、
第
八
条
第
三
項
並
び
に
第
十
三
条
に
お
い
て
「
新
破
産
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

3



（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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